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■都市景観行政の概要
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誘導制度
都市景観形成地区指定

大規模建築物等の届出

意識高揚

表彰 ( 都市景観賞 )

景観フォーラム・イベント

景観情報誌「彩都」

景観教育

景観演出

彫刻のあるまちづくり

ライトアップ福岡

都市サイン

■誘導制度

◇届出対象行為
　建築物等の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕もしくは模様替えまたは外観の色彩の変更等

◇都市景観形成地区

地
区 シーサイドももち地区 御供所地区 天神(明治通り・

渡辺通り)地区
香 椎 副 都 心
( 千 早 ) 地 区

位
置

中央区地行浜
早良区百道浜

博多区御供所 中央区天神、大名 東区千早

地
区
イ
メ
ー
ジ

目
的

21 世紀を展望した 『海
に開かれた活力あるア
ジアの拠点都市』 の創
造の一環として，また，

「都市景観に大きなウエ
イトを置いたまちづく
り」を将来にわたり維
持・育成していくこと

御供所地区固有の歴史・
文化を活かした地域と
行政の共働によるまち
づくりを推進していく
こと

都心にふさわしい，時
代の変化に耐えうる質
の高い都市空間の形成
を図ること

緑にあふれ，人が賑わ
い，暮らし楽しむまち

「香椎副都心」の形成を
図ること。

◇大規模建築物等の新築等
　●届出対象区域

玄界島・小呂島及び都市景観形成地区を除く福岡市域
　●届出の要件

建築物 高さが 31 ｍを超えるもの、または延べ面積が 10,000㎡を超えるもの

工作物

高さが 31 ｍを超えるもの

高架道路、高架鉄道、橋梁、横断歩道橋など幅員が 10 ｍを超えるもの、
または長さが 30 ｍを超えるもの
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